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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された医療画像を設定情報に基づいてエンコードして第１のエンコード結果を出力
する第１処理部と、
　前記入力された医療画像を前記設定情報に基づいてエンコードして第２のエンコード結
果を出力する第２処理部と、
　前記設定情報を保持する設定部と、
　電気メスの出力信号に基づいて発生する操作信号または医療画像を発生する内視鏡によ
って得られる操作信号のそれぞれに対応した前記設定情報、或いは、複数の症例シーンを
それぞれ指定する複数の操作信号の中から選択して発生された操作信号に応じた前記設定
情報に基づいて、前記第１及び第２処理部を制御して前記第１及び第２のエンコード結果
の少なくとも一方を出力させると共に、前記操作信号に応じた前記設定情報に基づいて、
前記第１及び第２のエンコード結果の記録先を決定する制御部とを具備し、
　前記制御部は、
　前記第１のエンコード結果を常時出力させると共に、前記操作信号に基づいて前記第２
のエンコード結果の出力の可否を制御することを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　前記第２のエンコード結果を所定期間保持して出力可能なバッファを具備し、
　前記制御部は、前記操作信号の発生によって前記バッファからの前記第２のエンコード
結果を出力させる
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　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記設定情報は、画質、画像サイズ及びフォーマットのうちの少なくとも１つの情報を
含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記設定情報は、前記第１及び第２のエンコード結果の記録先の情報を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項５】
　前記設定情報は、前記第１及び第２のエンコード結果の記録先の情報を含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記第１処理部は、前記設定情報に基づいて、前記第１のエンコード結果を第１画質で
出力し、
　前記第２処理部は、前記設定情報に基づいて、前記第２のエンコード結果を前記第１画
質と異なる画質の第２画質で出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項７】
　マイクからの音声入力に基づいた操作信号を認識する音声認識部
　を具備したことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項８】
　前記第１の処理部及び第２の処理部の２種類のエンコード処理を同時に行うことが可能
な２系統の処理部に代えて、前記２種類のエンコード処理に対応した各設定情報に基づい
て２種類のエンコード処理のうちのいずれか一方のエンコード処理を選択して実行するこ
とが可能であると共に両方のエンコード処理を時分割で実行することが可能な１系統の処
理部を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項９】
　前記設定情報に基づいて、前記第１及び第２のエンコード結果に患者情報を追加して出
力するか又は前記第１及び第２のエンコード結果をそのまま出力する患者情報処理部
　を具備したことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項１０】
　前記患者情報処理部は、前記医療画像に患者情報画像が重畳されている場合には前記患
者情報画像の重畳位置情報が与えられて前記患者情報画像を除去するマスク画像を生成可
能で、前記設定情報に基づいて、前記第１及び第２のエンコード結果に前記マスク画像を
重畳して出力するか又は前記第１及び第２のエンコード結果をそのまま出力する
　ことを特徴とする請求項９に記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡等の医療装置によって得られる画像を記録する画像記録装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡は医療用分野等において広く採用されている。近年、内視鏡の高画質（ハ
イビジョン）化が進み、腹膜構造や血管走行等の腹腔内の組織が明瞭に視認できるように
なり、より安全・確実に内視鏡手術を進められるようになってきた。
【０００３】
　医療機関においては、内視鏡やＸ線、超音波診断装置等の多くのモダリティを組み合わ
せて、内視鏡画像、超音波画像、Ｘ線画像等の各種医療画像を記録することがある。医療
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画像を記録する従来の記録装置においては、記録後のデータを用途に応じて様々な形式で
出力可能としている。例えば、術中においては、リアルタイムでコンピュータ編集可能な
フォーマットにより、ＵＳＢメモリ等の半導体記録装置や光学メディアに記録することが
できる。また、汎用のビデオプレーヤーで再生可能なフォーマットで光学メディアに記録
することも可能である。更に、医療画像をネットワーク経由でサーバに転送して記録し、
データを共有化することも可能である。
【０００４】
　ところで、症例を記録する目的として、医療画像を証拠画像等のバックアップ用として
用いることや、教育用素材として用いることが考えられる。例えば、症例中の重要な解剖
シーンについては、記録画像を学会や院内カンファレンスで共有して、若手ドクターらの
教育に活用することができる。
【０００５】
　バックアップ用として記録する場合には、長時間の症例全体を記録する必要があること
から、記録容量を考慮して、比較的低画質での記録が行われる。一方、教育用素材として
症例の記録を行う場合には、記録画像から症例の観察を容易とするために、なるべく最高
の画質で記録した方がよい。
【０００６】
　そこで、従来の画像記録装置においては、目的に応じて、症例の記録時に、画像サイズ
、圧縮率、フォーマット等を指定して記録できるようになっている（日本国特開２００８
－８６６６５号公報参照）。
【０００７】
　しかしながら、従来の画像記録装置においては、症例を通して単一の画質で記録するこ
とから、バックアップ用に低画質で録画している途中で教育用に使用したいシーンがあっ
た場合には、わざわざ録画を停止して設定を変更する必要があった。また、教育素材用に
最高画質で記録する場合でも、重要シーンは長時間の術中のうち数十分程度であることが
多く、術後に長時間の中から該当部分を抽出しなければならず、更に、それ以外の部分を
バックアップのためにわざわざ低画質の画像に変換する手間が生じていた。
【０００８】
　本発明は、１つの症例中において、用途に応じた最適な記録条件を簡単に設定可能にす
ることで、ユーザの記録に関する手間を軽減させることができる画像記録装置を提供する
ことを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る画像記録装置は、入力された医療画像を設定情報に基づいてエンコードし
て第１のエンコード結果を出力する第１処理部と、前記入力された医療画像を前記設定情
報に基づいてエンコードして第２のエンコード結果を出力する第２処理部と、前記設定情
報を保持する設定部と、電気メスの出力信号に基づいて発生する操作信号または医療画像
を発生する内視鏡によって得られる操作信号のそれぞれに対応した前記設定情報、或いは
、複数の症例シーンをそれぞれ指定する複数の操作信号の中から選択して発生された操作
信号に応じた前記設定情報に基づいて、前記第１及び第２処理部を制御して前記第１及び
第２のエンコード結果の少なくとも一方を出力させると共に、前記操作信号に応じた前記
設定情報に基づいて、前記第１及び第２のエンコード結果の記録先を決定する制御部とを
具備し、前記制御部は、前記第１のエンコード結果を常時出力させると共に、前記操作信
号に基づいて前記第２のエンコード結果の出力の可否を制御する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像記録装置を示すブロック図。
【図２】録画設定のメニュー表示を示す説明図。
【図３】録画設定のメニュー表示を示す説明図。
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【図４】録画設定のメニュー表示を示す説明図。
【図５】録画設定のメニュー表示を示す説明図。
【図６】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図７】本発明の第２の実施の形態を示すブロック図。
【図８】第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図９】本発明の第３の実施の形態を示すブロック図。
【図１０】本発明の第４の実施の形態を示すブロック図。
【図１１】本発明の第５の実施の形態を示すブロック図。
【図１２】マークの埋め込みタイミングを説明するための説明図。
【図１３】本発明の第６の実施の形態を示すブロック図。
【図１４】第６の実施の形態の動作を説明するための説明図。
【図１５】本発明の第７の実施の形態を示すブロック図。
【図１６】内視鏡プロセッサ２１からの医療画像の例を示す説明図。
【図１７】第７の実施の形態を説明するための説明図。
【図１８】第７の実施の形態を説明するための説明図。
【図１９】第７の実施の形態を説明するための説明図。
【図２０】第７の実施の形態を説明するための説明図。
【図２１】本発明の第８の実施の形態を示すブロック図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１３】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る画像記録装置を示すブロック図である。
【００１４】
　本実施の形態は医療情報を出力する装置として内視鏡プロセッサ２１を用いた例につい
て説明する。内視鏡プロセッサ２１は、図示しない内視鏡等からの画像を取り込んで画像
信号処理を行い、内視鏡画像等の医療画像を生成することができる。内視鏡プロセッサ２
１からの医療画像は、画像記録装置１０に供給される。内視鏡プロセッサ２１は、内視鏡
画像を高精細画像として出力することができるようになっている。
【００１５】
　切換操作部２２は、術者が術中において比較的容易に操作可能な操作部、例えば、図示
しない内視鏡に設けられたボタンや各種スコープスイッチ、或いは、図示しないフットス
イッチ等によって構成されて、ユーザ操作に基づく切換信号を画像記録装置１０に出力す
ることができるようになっている。
【００１６】
　画像記録装置１０の映像入力部１１には、内視鏡プロセッサ２１からの医療画像が入力
される。映像入力部１１は、画像伝送に適したインターフェースであり、内視鏡プロセッ
サ２１からの医療画像を取り込む。なお、映像入力部１１としては、ＤＶＩ(Digital Vis
ual Interface)端子、ＳＤＩ(Serial Digital Interface)端子、ＲＧＢ端子、Ｙ／Ｃ端子
、ＶＩＤＥＯ端子等の種々の端子を採用することができる。映像入力部１１は、内視鏡プ
ロセッサ２１だけでなく、例えば、超音波装置、術野カメラ、Ｘ線観測装置、内視鏡プロ
セッサ２１とは別の内視鏡プロセッサ等の各種医療画像を取り込むことができる。
【００１７】
　また、入力部１３には、切換操作部２２からの切換信号が入力される。例えば、入力部
１３としては、ＲＳ－２３２Ｃ規格に基づくインターフェースを採用することができる。
入力部１３は切換操作部２２からの切換信号を制御部１５に出力する。
【００１８】
　映像入力部１１からの医療画像は、映像変換部１２に与えられる。映像変換部１２は、
医療画像を所定の画像形式の映像信号にエンコードする第１及び第２処理部１２ａ，１２
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ｂを有している。例えば、第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂは、入力された医療画像を
ＭＰＥＧ２形式やＭＰＥＧ－４ＡＶＣ／Ｈ．２６４形式等の映像信号に変換可能である。
【００１９】
　映像変換部１２の第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂは、エンコード後の映像信号を記
録部１８に与えて記録させることができる。記録部１８としては、例えば、内蔵ＨＤＤ（
ハードディスク装置）を採用することができ、入力された映像信号を記録する。記録部１
８は、１系統の映像信号を記録するだけでなく、２系統の映像信号を同時に記録すること
ができるように構成されている。
【００２０】
　また、映像変換部１２の第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂは、外部メディアに映像信
号を記録させるために、エンコード後の映像信号を夫々保存切替部１７に出力するように
なっている。保存切替部１７は、制御部１５に制御されて、外部の各種記録メディアに対
して入力された映像信号の記録を行うことができるようになっている。
【００２１】
　例えば、保存切替部１７は、ブルーレイディスク等の光学メディア３５に対する記録再
生を行う光学ドライブ装置、ＵＳＢメモリ等のＵＳＢメディア３６に対して記録再生を行
うＵＳＢ記録再生部等を備える（図示省略）。更に、保存切替部１７は、ネットワークサ
ーバ３７に対して映像信号を転送して記録再生させるネットワークインタフェース等を備
える（図示省略）。なお、記録部１８は、制御部１５に制御されて（図示省略）、映像変
換部１２による医療画像のエンコード処理に連動して記録を行うように構成されており、
映像変換部１２によってエンコードされた映像信号を記録する。
【００２２】
　また、映像変換部１２の第１処理部１２ａからの映像信号は映像出力部１９に供給され
るようになっている。映像出力部１９は、第１処理部１２ａからの映像信号をデコードし
た後、外部モニタ３０に与えて医療画像を表示させることができる。なお、映像変換部１
２は、入力された映像信号をエンコードすることなく映像出力部１９に出力するようにし
てもよい。この場合には、映像出力部１９は、映像変換部１２からの映像信号をそのまま
外部モニタ３０に与えて医療画像を表示させる。
【００２３】
　本実施の形態においては、映像変換部１２の第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂのエン
コード処理は、制御部１５によって制御されるようになっている。制御部１５は入力部１
３からの切換信号及び入力操作部１４からの操作信号が与えられる。入力操作部１４は、
図示しない操作キーや操作ボタン等に対するユーザ操作に基づく操作信号を発生して制御
部１５及び設定部１６に出力する。入力操作部１４に対するユーザ操作によって、設定部
１６に対して、映像変換部１２の第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂのエンコード処理の
各種設定を設定することができるようになっている。設定部１６は、入力操作部１４の操
作に基づく設定情報を図示しないメモリに記憶するようになっている。
【００２４】
　制御部１５は、操作信号及び切換信号に基づいて、設定部１６の設定情報を読み出し、
設定情報に基づいて第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂのエンコード処理及び保存切替部
１７を制御するようになっている。例えば、設定情報には、エンコード処理における解像
度、圧縮形式及び圧縮率等の情報や、保存先（同時保存先）に関する情報が含まれる。
【００２５】
　なお、制御部１５は、映像入力部１１を介して医療画像が入力されると、映像変換部１
２を制御して、入力された医療画像のエンコードを自動的に開始させるようにしてもよく
、また、制御部１５は、入力操作部１４の操作によって、入力された医療画像のエンコー
ドを開始させるようにしてもよい。また、制御部１５は、例えば、図示しない内視鏡や内
視鏡プロセッサ２１に設けられた録画開始ボタンや録画終了ボタンの操作に応答して発生
した制御情報を図示しないインタフェースを介して取り込み、この制御情報に基づいて医
療画像のエンコードの開始及び終了を行うようにしてもよい。
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【００２６】
　本実施の形態においては、制御部１５は、設定部１６の設定情報を用いることで、例え
ば、第１処理部１２ａに対して、入力された医療画像を高い圧縮率でエンコード処理する
ように制御すると共に、第２処理部１２ｂに対して、入力された医療画像を低い圧縮率で
エンコード処理するように制御することができる。これにより、第１処理部１２ａによっ
て得られた映像信号はビットレートが低く比較的低い画質の映像信号となり、第２処理部
１２ｂによって得られた映像信号はビットレートが高く比較的高画質の映像信号となる。
【００２７】
　また、制御部１５は、第１処理部１２ａ及び第２処理部１２ｂに対して、圧縮率を変化
させてエンコードさせるだけでなく、画像サイズやフォーマットを変化させてエンコード
させてもよく、これらを組み合わせて変化させてもよい。例えば、第１処理部１２ａから
ＨＤ又はＳＤの画像サイズの映像信号を出力させ、第２処理部１２ｂからフルＨＤの画像
サイズの映像信号を出力させるようにしてもよい。例えば、教育用としてフルＨＤの画像
サイズの映像信号を録画することにより、会議室等の大画面のモニタで症例を観察する場
合に極めて有用である。一方、バックアップ用としては、小型のモニタが利用できればよ
く、ＳＤの画像サイズの映像信号で録画する。また、バックアップ用と教育用の画像の再
生装置が対応するフォーマットが異なる場合には、これらの再生装置の対応フォーマット
に合わせて、第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂにおけるエンコード時のフォーマットを
決定すればよい。
【００２８】
　なお、以下、説明の便宜上、画質のみについて説明するが、画像サイズやフォーマット
についても設定情報に基づいて各種設定が可能である。また、以後の説明では、第１及び
第２処理部１２ａ，１２ｂの出力について、低画質、高画質とは相対的な画質を意味して
おり、第２処理部１２ｂからの映像信号の方が第１処理部１２ａからの映像信号よりも高
画質であることを意味する。
【００２９】
　本実施の形態においては、制御部１５は、初期状態においては、第１処理部１２ａのみ
を動作させ、切換操作部２２からの切換信号の発生毎に、第２処理部１２ｂの動作の開始
及び終了を切換える。これにより、例えば症例の全期間に亘り、第１処理部１２ａからの
映像信号が、保存切替部１７、記録部１８及び映像出力部１９に供給されることになり、
症例の全期間に亘り低画質の映像信号が記録される。
【００３０】
　また、切換信号によって第２処理部１２ｂの動作が開始されると、第２処理部１２ｂか
らの例えば高画質の映像信号が保存切替部１７及び記録部１８に与えられて記録されるこ
とになる。保存切替部１７及び記録部１８は、切換信号によって第２処理部１２ｂの動作
がオフになると、第２処理部１２ｂからの高画質の映像信号をファイル化して記録するよ
うになっている。
【００３１】
　また、制御部１５は、映像出力部１９を制御して、各種メニュー画面等を外部モニタ３
０の表示画面上に表示させることができるようになっている。制御部１５は、例えば、設
定部１６の設定情報の設定処理を、外部モニタ３０や記録装置に搭載した図示しないタッ
チパネルにＧＵＩ（グラフィカルユーザインタフェース）表示することで、入力操作部１
４による録画設定を簡単に行うことができるように構成されている。
【００３２】
　図２乃至図５は録画設定のメニュー表示を示す説明図である。
【００３３】
　図２は外部モニタ３０の表示画面３０ａに表示された録画設定のためのメニュー表示を
示している。このメニュー表示では、入力切替ボタン４１、画質ボタン４２、戻るボタン
４４、設定ボタン４５及び設定領域４３ａが表示されている。図２は画質ボタン４２の操
作によって画質に関する設定領域４３ａが表示されている例を示している。
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【００３４】
　設定領域４３ａには、第１処理部１２ａの動画の録画設定に関する設定領域（動画１）
４６、第２処理部１２ｂの動画の録画設定に関する設定領域（動画２）４７、第２処理部
１２ｂの静止画の録画設定に関する設定領域（静止画）４８が表示されている。
【００３５】
　各設定領域４６～４８には、左欄には項目表示４９、中欄には現在設定値５０、右欄に
は設定変更ボタン５１が表示されている。設定領域４６～４８の項目表示４９に示すよう
に、設定可能な項目としては、画質、サイズ、フォーマット及び同時保存先がある。そし
て、現在の設定値として、設定領域４６の動画１については、画質は標準、サイズはＨＤ
、フォーマットはＭＥＰＧ４、同時保存先はＵＳＢ１が設定されている。
【００３６】
　画質の項目の設定変更ボタン５１を操作すると、図３（ａ）又は（ｂ）に示す表示が表
示される。図３（ａ）は画質の設定変更のためのメニュー表示５５の一例を示している。
図３（ａ）に示すように、メニュー表示５５には、キャンセルボタン５６、最高画質ボタ
ン５７、高画質ボタン５８、標準ボタン５９が表示されている。キャンセルボタン５６を
操作すると、メニュー表示５５の表示が消される。最高画質ボタン５７、高画質ボタン５
８、標準ボタン５９が夫々操作されると、画質として最高画質、高画質、標準画質が夫々
設定される。
【００３７】
　図３（ｂ）は画質の設定変更のための他のメニュー表示の一例を示している。図３（ｂ
）に示すように、メニュー表示６０には、キャンセルボタン６１、１０Ｍｂｐｓボタン６
２、５Ｍｂｐｓボタン６３、２Ｍｂｐｓボタン６４が表示されている。キャンセルボタン
６１を操作すると、メニュー表示６０の表示が消される。１０Ｍｂｐｓボタン６２、５Ｍ
ｂｐｓボタン６３、２Ｍｂｐｓボタン６４が夫々操作されると、画質として１０Ｍｂｐｓ
、５Ｍｂｐｓ、２Ｍｂｐｓが夫々設定される。
【００３８】
　また、図２のサイズの項目の設定変更ボタン５１を操作すると、図４（ａ）又は（ｂ）
に示す表示が表示される。図４（ａ）はサイズの設定変更のためのメニュー表示７０の一
例を示している。図４（ａ）に示すように、メニュー表示７０には、キャンセルボタン７
１、ＨＤボタン７２、ＳＤボタン７３が表示されている。キャンセルボタン７１を操作す
ると、メニュー表示７０の表示が消される。ＨＤボタン７２、ＳＤボタン７３が夫々操作
されると、サイズとしてＨＤ、ＳＤが夫々設定される。
【００３９】
　図４（ｂ）はサイズの設定変更のための他のメニュー表示の一例を示している。図４（
ｂ）に示すように、メニュー表示７５には、キャンセルボタン７６、フルＨＤボタン７７
、ＨＤボタン７８、ＳＤボタン７９が表示されている。キャンセルボタン７６を操作する
と、メニュー表示７５の表示が消される。フルＨＤボタン７７、ＨＤボタン７８、ＳＤボ
タン７９が夫々操作されると、画像サイズとして１９２０ｘ１０８０、１２８０ｘ７２０
、７２０ｘ４８０が夫々設定される。
【００４０】
　また、図２のフォーマット、同時保存先の項目の設定変更ボタン５１を夫々操作すると
、図５（ａ）又は（ｂ）に示す表示が表示される。図５（ａ）はフォーマットの設定変更
のためのメニュー表示８０の一例を示し、図５（ｂ）は同時保存先の設定変更のためのメ
ニュー表示８４の一例を示している。
【００４１】
　図５（ａ）に示すように、メニュー表示８０には、キャンセルボタン８１、ＭＰＥＧ４
ボタン８２、ＭＰＥＧ２ボタン８３が表示されている。キャンセルボタン８１を操作する
と、メニュー表示８０の表示が消される。ＭＰＥＧ４ボタン８２、ＭＥＰＧ２ボタン８３
が夫々操作されると、符号化フォーマットとしてＭＰＥＧ－４ＡＶＣ／Ｈ．２６４、ＭＰ
ＥＧ２が夫々設定される。
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【００４２】
　図５（ｂ）は同時保存先の設定変更のためのメニュー表示８４を示している。図５（ｂ
）に示すように、メニュー表示８４には、キャンセルボタン８５、ＵＳＢ１ボタン８６、
ＵＳＢ２ボタン８７、ＢＤ／ＤＶＤボタン８８、ネットワークボタン８９が表示されてい
る。図５（ｂ）は保存切替部１７がＵＳＢ記録再生部として２系統を有し、光学ドライブ
装置はプルーレイ及びＤＶＤの両方のメディアに記録再生可能である場合の例を示してい
る。キャンセルボタン８５を操作すると、メニュー表示８４の表示が消される。ＵＳＢ１
ボタン８６、ＵＳＢ２ボタン８７、ＢＤ／ＤＶＤボタン８８、ネットワークボタン８９が
夫々操作されると、同時保存先として、ＵＳＢ１、ＵＳＢ２、ＢＤ／ＤＶＤ、ネットワー
クが夫々設定される。
【００４３】
　図２乃至図５に示すメニュー表示に対する入力操作部１４等の操作によって、設定部１
６に設定情報を登録することができる。本実施の形態においては、上述したように、制御
部１５は、設定部１６の設定情報を読み出して、第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂ及び
保存切替部１７を制御する。こうして、第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂにおけるエン
コード処理の処理内容及びエンコード後の映像信号の同時保存先が設定情報に応じて決定
される。
【００４４】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図６のフローチャートを参照し
て説明する。
【００４５】
　操作者は、先ず、入力操作部１４を介して設定部１６に録画のための設定を行う。設定
部１６は、図示しないメモリに、録画設定に対応した設定情報を記憶させる。以後、設定
部１６に設定されている設定情報に基づいて、症例等の記録が行われる。例えば、設定情
報によって、第１処理部１２ａによるエンコード処理では、比較的低ビットレートでの画
像、例えばＳＤ画質の画像への符号化処理が指定される。一方、第２処理部１２ｂによる
エンコード処理では、設定情報によって、比較的高ビットレートでの画像、例えばフルＨ
Ｄ画質の画像への符号化処理が指定される。
【００４６】
　制御部１５は、図６のステップＳ１において設定情報を読み込む。医療画像が映像入力
部１１を介して入力されると（ステップＳ２）、制御部１５は第１処理部１２ａに動作を
開始させ、第１処理部１２ａは、医療画像のエンコードを開始する（ステップＳ３）。エ
ンコードされて得られた映像信号は順次記録部１８に供給されて記録が開始される（ステ
ップＳ４）。
【００４７】
　また、設定情報によって、同時保存先が指定されている場合、即ち、第１処理部１２ａ
からの画像を外部メディアやネットワークサーバに記録するための設定が行われている場
合には（ステップＳ５）、設定に従って同時保存先への記録が開始される（ステップＳ６
）。
【００４８】
　制御部１５はステップＳ７において、症例についての録画終了が指示されたか否かを判
定する。録画終了が指示されている場合には、制御部１５はステップＳ８において高画質
録画での録画中であるか否かを判定する。高画質録画が行われていない場合、即ち、第２
処理部１２ｂによるエンコード処理及びエンコード後の画像の録画処理が行われていない
場合には、制御部１５は、ステップＳ９において、第１処理部１２ａによるエンコード処
理及び低画質録画を終了させてファイル化し、記録処理を終了する。
【００４９】
　このように、１つの症例に対する録画終了操作が行われるまで、第１処理部１２ａによ
るエンコード処理及び録画処理は継続し、１つの症例につき少なくとも低画質画像による
１つの録画データが生成される。
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【００５０】
　制御部１５は、ステップＳ７において録画終了操作が行われていないと判定した場合に
は、次に切換信号が発生したか否かを判定する（ステップＳ１１）。切換信号が発生して
いない場合には、制御部１５は処理をステップＳ３に戻してエンコード処理を継続する。
【００５１】
　いま、例えば教育用として重要なシーンになるものとする。術者はこの重要シーンを録
画するために、例えば、内視鏡のスコープスイッチ等により構成された切換操作部２２を
操作する。これにより、切換操作部２２から切換信号が発生する。この切換信号は、入力
部１３を介して制御部１５に入力される。制御部１５は、切換信号が入力されると、既に
高画質録画中でなければ（ステップＳ１２）、設定部１６からの設定情報に基づいて、第
２処理部１２ｂの動作を開始させる（ステップＳ１３）。
【００５２】
　第２処理部１２ｂは、入力された医療画像を、例えばフルＨＤ画質等の高精細画像とな
るようにエンコードする。エンコード後の映像信号は、記録部１８に供給されて順次記録
される。即ち、記録部１８は、第１処理部１２ａからの低画質の画像と第２処理部１２ｂ
からの高画質の画像とを同時に記録することになる。
【００５３】
　また、設定情報によって、同時保存先が指定されている場合、即ち、第２処理部１２ｂ
からの画像を外部メディアやネットワークサーバに記録するための設定が行われている場
合には（ステップＳ１５）、設定に従って同時保存先への記録が開始される（ステップＳ
１６）。
【００５４】
　ここで、重要シーンが終了し、術者が教育用の録画を停止させるものとする。この場合
には、術者は、例えば、内視鏡のスコープスイッチ等により構成された切換操作部２２を
操作する。これにより、切換操作部２２から切換信号が発生し、入力部１３を介して制御
部１５に入力される。制御部１５は、切換信号が入力されると、ステップＳ１２において
、既に高画質録画中であるか否かを判定する。高画質録画中である場合、即ち、第２処理
部１２ｂによるエンコード処理及びエンコード後の画像の録画処理が行われている場合に
は、制御部１５は、ステップＳ１７において、第２処理部１２ｂによるエンコード処理及
び高画質録画を終了させてファイル化し、高画質による記録処理を終了する。
【００５５】
　以後、症例記録の終了操作が行われるまで、ステップＳ３～Ｓ１７の処理が繰り返され
る。こうして、高画質の録画による録画データは、術者の切換操作部２２の操作毎にファ
イル化されて記録される。
【００５６】
　なお、録画終了時に、高画質録画が行われている場合には、ステップＳ７，Ｓ８の判定
の後、ステップＳ１０に処理が移行して、制御部１５は、第１，第２処理部１２ａ，１２
ｂによるエンコード処理及び記録部１８、保存切替部１７による低画質及び高画質の録画
処理を終了してファイル化し、記録処理を終了する。
【００５７】
　このように本実施の形態においては、症例の例えば全期間に亘り、第１処理部によって
、バックアップ用等の比較的低い画質での録画を行うと共に、術者が指定した期間におい
て、第２処理部によって、教育用等の比較的高い画質での録画を行う。これにより、バッ
クアップ用及び教育用の２種類の画質の画像を、簡単に録画することができる。また、教
育用の高画質の画像については、術者が指定した期間にのみ生成されるので、術後に長時
間の中から該当部分を抽出する等の煩雑な作業は不要である。また、教育用の高画質の画
像の録画に際して、バックアップ用の画像の録画を停止させる必要も無く、１症例につき
バックアップ用の１つのファイルのみを生成することができる。また、術者による簡単な
操作によって、高画質の画像の録画を開始及び終了することができ、録画の停止、開始、
設定操作等の煩雑な操作は不要であり、操作性を著しく向上させることができる。更に、
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設定情報に基づいて記録先を指定することができ、低画質の映像信号及び高画質の映像信
号を適宜の保存先に記憶することができる。これにより、用途毎に利用可能なメディアが
決まっている場合でも、自動的に対応するメディアへの記録が可能であり、利便性に優れ
ている。このように、症例中に、用途に応じた記録が可能になり、設定変更の手間、所望
の画像を探す手間、術後に画質を変換する手間などを軽減し、記録データを活用しやすく
する。
【００５８】
　なお、上記実施の形態においては、第１処理部による映像信号を症例中継続して記録す
る例について説明したが、第１処理部による映像信号と第２処理部による映像信号とのい
ずれか一方を記録するように制御してもよい。
【００５９】
（第２の実施の形態）
　図７は本発明の第２の実施の形態を示すブロック図である。図７において図１と同一の
構成要素には同一符号を付して説明を省略する。本実施の形態における画像記録装置９０
は、バッファ９１を採用した点が第１の実施の形態と異なる。また、本実施の形態におい
ては、入力部１３は、高周波焼灼装置（以下、電気メスという）９２の出力信号を切換信
号として入力する例を示している。
【００６０】
　第２処理部１２ｂからの映像信号はバッファ９１を介して記録部１８に供給されるよう
になっている。バッファ９１は、制御部１５に制御されて、第２処理部１２ｂからの映像
信号を所定期間保持して出力するようになっている。
【００６１】
　また、本実施の形態においては、制御部１５は、映像入力部１１を介して医療画像が入
力されると、第１処理部１２ａだけでなく第２処理部１２ｂについても動作を開始させる
ようになっている。そして、制御部１５は、電気メス９２の出力信号が切換信号として入
力されると、この切換信号の発生タイミングから所定時間（例えば、５分間）前にバッフ
ァ９１に記録されている映像信号から順次バッファ９１から読み出しを行って、記録部１
８及び保存切替部１７に与えるようになっている。また、制御部１５は、電気メス９２の
出力信号が停止すると、この出力信号の停止から所定時間（例えば、１０分間）後までバ
ッファ９１からの映像信号の記録部１８及び保存切替部１７への供給を継続した後、バッ
ファ９１からの読み出しを停止するようになっている。
【００６２】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図８のフローチャートを参照し
て説明する。図８において図６と同一の手順には同一符号を付して説明を省略する。図８
のフローは、ステップＳ３に代えてステップＳ２１を採用し、ステップＳ１３に代えてス
テップＳ２２を採用すると共に、ステップＳ２３を追加した点が図６のフローと異なる。
【００６３】
　ステップＳ２１では、制御部１５は、第１処理部１２ａだけでなく、第２処理部１２ｂ
も動作させる。これにより、医療画像は、低画質の映像信号にエンコードされると共に高
画質の映像信号にもエンコードされる。第１処理部１２ａからの低画質の映像信号は、記
録部１８及び保存切替部１７に与えられる。こうして、第１処理部１２ａからの映像信号
の記録が行われる。一方、第２処理部１２ｂからの高画質の映像信号は、バッファ９１に
供給されて記録される。
【００６４】
　電気メス９２からの出力信号が切換信号として入力部１３に入力されると、制御部１５
は、ステップＳ２２において、バッファ９１に記録された映像信号を読み出して記録部１
８及び保存切替部１７に出力する。この場合には、制御部１５は、切換信号の発生から所
定時間前にバッファ９１に記憶された映像信号から順に読み出しを行って、記録部１８及
び保存切替部１７に与える。これにより、電気メス９２の使用開始から所定時間、例えば
、５分前からの医療画像が、高画質画像に変換された後、記録部１８及び保存切替部１７
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によって記録されることになる。
【００６５】
　また、電気メス９２の出力が停止すると、制御部１５は、ステップＳ１２からステップ
Ｓ２３に処理を移行して、所定時間、例えば１０分間が経過したか否かを判定する。経過
していない場合には、処理をステップＳ２２に戻して、バッファ９１からの映像信号の読
み出し及び記録を継続させる。所定時間が経過すると、制御部１５は、ステップＳ１７に
おいて、高画質録画を終了させ、ファイル化する。
【００６６】
　このように本実施の形態においては、電気メスの出力信号を切換信号として用いている
。例えば、症例中において、電気メス等を使用するシーンは、極めて重要なシーンであり
、電気メスの出力信号を切換信号として用いることで、電気メスによる処置の様子を高画
質の映像信号によって自動的に記録可能である。また、第２処理部からの高画質の映像信
号を一旦バッファに与えて保持させて読み出すことで、切換信号発生前の高画質映像信号
を記録することが可能である。電気メスを使用する重要シーンにおいては、その重要シー
ンに至る過程の録画は、教育用として極めて有用である。術者が意図することなくこのよ
うな重要シーンを高画質画像で録画することができ、利便性に優れている。また、電気メ
スの出力信号が停止した場合でも、所定時間は高画質による録画を継続しており、実際に
電気メスを使用する場合のように、頻繁に電気メスの使用・非使用を繰り返す場合でも、
電気メスの一連の使用状態を継続して高画質録画することができ、教育用として極めて優
れた録画が可能である。
【００６７】
また、本実施の形態においても、１つの症例中は、第１処理部によって低画質のエンコー
ド及び記録が継続的に行われる。
【００６８】
　なお、本実施の形態においては、電気メスの出力信号を切換信号としたが、重要シーン
に発生する各種出力信号を切換信号として利用可能であることは明らかである。
【００６９】
（第３の実施の形態）
　図９は本発明の第３の実施の形態を示すブロック図である。図９において図１と同一の
構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００７０】
　本実施の形態における画像記録装置１００は、設定部１６に代えて設定部１０１を採用
した点が第１の実施の形態と異なる。また、本実施の形態においては、手術室統合システ
ム１０５の出力を利用して録画制御を行うようになっている。
【００７１】
　一般的な内視鏡手術システムでは、観察を行うための内視鏡、超音波観測装置、腹腔鏡
、内視鏡等で撮影した画像信号を処理する内視鏡プロセッサ、被写体へ照明光を供給する
光源装置、被写体画像を表示するモニタ、腹腔内を膨張させるために用いる気腹装置、手
技を行うための処理装置であり生体組織を切除あるいは凝固する電気メス等を備えている
。手術室統合システム１０５は、内視鏡手術に用いられるこれらの機器を、統合管理する
ためのものである。
【００７２】
　手術室統合システム１０５は、各機器と例えばインタフェースケーブルを介して接続さ
れ、双方向の通信が行えるようになっている。手術室統合システム１０５には、ナースが
医療機器の操作を集中して行うタッチパネル１０６が設けられている。タッチパネル１０
６によって、手術室統合システム１０５に組み込まれた各機器を制御可能である。
【００７３】
　手術室統合システム１０５には、症例の各シーン毎の各機器の制御内容が記憶されてお
り、手術室統合システム１０５は、症例の各シーン毎に、各機器を制御するようになって
いる。例えば、各シーン毎に、光源装置の光量や、気腹装置の圧力設定等、各機器を制御
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して種々の設定を自動的に変更することができる。
【００７４】
　手術室統合システム１０５は、準備シーン、腹腔鏡の挿入シーン、内視鏡挿入シーン等
、各手技の進行に応じた各シーンをシーン選択することができ、選択したシーンに応じた
設定を行う。例えば、手術の進行に合わせて、組織の剥離シーンから吻合のシーン等に切
換える等の制御が可能である。
【００７５】
　本実施の形態においては、入力部１３は、例えば、手術室統合システム１０５からシー
ン選択に対応したシーン選択信号が入力され、シーン選択信号を制御部１５に出力するよ
うになっている。制御部１５は、シーン選択信号によって、手術室統合システム１０５の
現在のシーンを把握することができる。
【００７６】
　本実施の形態においては、設定部１０１には、手術室統合システム１０５によって設定
される各シーン毎に、第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂのエンコード処理の設定及び同
時保存先の設定に関する設定情報が記憶されるようになっている。制御部１５は、シーン
選択信号によって指定されたシーンに対応する設定情報を設定部１０１から読み出して、
第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂのエンコード処理及び保存切替部１７を制御するよう
になっている。また、制御部１５は、選択しているシーンに関する情報を、第１処理部１
２ａによって映像信号中にメタデータとして記録させるようにしてもよい。
【００７７】
　なお、設定部１０１の各設定を、手術室統合システム１０５から制御部１５に直接指定
できるようにしてもよい。
【００７８】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について表１を参照して説明する。表１
は手術室統合システム１０５における各シーン毎の第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂと
保存切替部１７の設定を示すものである。
【００７９】
（表１）

　表１の例では、例えば、手術室統合システム１０５における準備シーンでは、第１処理
部１２ａのみが動作を開始する。この場合には、画質は低画質、画像サイズはＳＤサイズ
、フォーマットはＭＰＥＧ－４ＡＶＣ／Ｈ．２６４を採用する。また、同時保存先として
は、ブルーレイディスク（ＢＤ）が採用される。
【００８０】
　手術室統合システム１０５における重要シーン、例えば表１の切除シーンでは、第１処
理部１２ａだけでなく第２処理部１２ｂも動作を開始する。この場合には、第２処理部１
２ｂによって、画質は高画質、画像サイズはフルＨＤサイズ、フォーマットはＭＰＥＧ－
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４ＡＶＣ／Ｈ．２６４、同時保存先はＵＳＢが採用される。こうして、切除シーンにおい
ては、第１処理部１２ａにより低画質での録画が可能となり、第２処理部１２ｂによって
高画質での録画が可能となる。
【００８１】
　また、表１では第１処理部１２ａにおけるエンコード処理は変化しておらず、また、第
２処理部１２ｂにおいても１種類のエンコード処理しか採用していないが、シーン毎に、
エンコード処理の内容や同時保存先の設定を変更してもよい。
【００８２】
　このように本実施の形態においては、設定部において、第１処理部及び第２処理部にお
ける設定として夫々複数の設定を記憶することができる。制御部は症例シーンに応じて設
定部の設定情報を選択して読み出す。これにより、各シーンに応じた録画が可能である。
また、手術室統合システムのシーン選択信号に基づいて第１及び第２処理部のエンコード
処理を制御しており、手技の進行等に応じて、自動的に最適な録画が可能である。また、
録画データにはシーンの情報がメタデータとして書き込まれているので、検索時にこのメ
タデータを利用することで、検索が容易となる。
【００８３】
　なお、本実施の形態においても、手術室統合システムによって、第１及び第２処理部の
エンコード処理、同時保存先等を制御するようにしてもよい。
【００８４】
（第４の実施の形態）
　図１０は本発明の第４の実施の形態を示すブロック図である。図１０において図１と同
一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。本実施の形態の画像記録装置１１０
は、音声認識部１１１を付加した点が第１の実施の形態と異なる。また、本実施の形態に
おいては、切換操作部２２に代えて、マイク１１５の音声入力によって録画制御を行う点
が第１の実施の形態と異なる。
【００８５】
　マイク１１５からの音声信号は入力部１３を介して音声認識部１１１に供給される。音
声認識部１１１は、入力された音声信号に対する音声認識処理によって、術者が発した音
声に基づく操作信号を制御部１５に出力する。
【００８６】
　例えば、音声認識部１１１によって、第１処理部１２ａによる録画を指示するための操
作信号、第２処理部１２ｂによる録画を指示するための操作信号を発生させることができ
る。例えば、術者がマイク１１５に向かって「画質切換え」と発声することで、音声認識
部１１１は、第２処理部１２ｂの動作を開始又は終了させるための操作信号を制御部１５
に出力する。また、例えば、術者がマイク１１５に向かって「高画質」や「設定１」と発
声することで、音声認識部１１１は、制御部１が選択する設定情報の種類を指定すること
も可能である。例えば、第３の実施の形態のように、複数の設定情報に基づいて第１及び
第２処理部１２ａ，１２ｂ等が制御される場合でも、音声によって設定情報の選択を行う
ことが可能である。
【００８７】
　なお、制御部１５は、音声認識結果の情報を、第１処理部１２ａによって映像信号中に
メタデータとして記録させるようにしてもよい。また、術者は、第１及び第２処理部１２
ａ，１２ｂの設定内容を音声によって、直接指定することも可能である。
【００８８】
　他の構成及び作用効果は、第１の実施の形態と同様である。
【００８９】
　このように本実施の形態においては、術者は、音声によって録画を制御することが可能
である。また、録画データにはシーンの情報がメタデータとして書き込まれているので、
検索時にこのメタデータを利用することで、検索が容易となる。
【００９０】
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（第５の実施の形態）
　図１１は本発明の第５の実施の形態を示すブロック図である。図１１おいて図１と同一
の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００９１】
　上記第１乃至第４の実施の形態は、第１処理部１２ａ及び第２処理部１２ｂを同時に動
作させて、低画質でのエンコード及び録画と高画質でのエンコード及び録画を同時に行う
ことが可能であった。これに対し、本実施の形態の画像記録装置１２０は、１系統の処理
部１２２を有する映像変換部１２１を採用し、低画質でのエンコード及び録画と高画質で
のエンコード及び録画とを交互に切換える点が第１の実施の形態と異なる。
【００９２】
　本実施の形態においては、映像変換部１２１は、設定情報に基づいてエンコード処理が
制御される１系統の処理部１２２のみを有する。設定部１６は、例えば、低画質用の第１
の設定情報と、高画質用の第２の設定情報とを記憶している。制御部１５は、切換信号が
入力される毎に、設定部１６から第１及び第２の設定情報を交互に切換えて読み出し、読
み出した設定情報によって処理部１２２及び保存切替部１７を制御する。これにより、処
理部１２２及び保存切替部１７は、切換信号の入力毎に、第１の設定情報に基づくエンコ
ード処理及び保存先と第２の設定情報に基づくエンコード処理及び保存先とを切換える。
【００９３】
　このように構成された実施の形態においては、初期状態では、例えば、制御部１５によ
って第１の設定情報に基づいて処理部１２２のエンコード処理を制御する。こうして、医
療画像は低画質の映像信号としてエンコードされて録画される。切換信号が発生すると、
制御部１５は、設定部１６から第２の設定情報を読み出して、第２の設定情報に基づいて
処理部１２２のエンコード処理を制御する。こうして、医療画像は高画質の映像信号とし
てエンコードされて録画される。以後、切換信号の発生毎に、第１の設定情報と第２の設
定情報とが交互に読み出されて、低画質の録画と高画質の録画の切換え及び保存先の設定
が行われる。
【００９４】
　このように本実施の形態においては、１つの症例中で、バックアップ用等の比較的低い
画質での録画と、教育用等の比較的高い画質での録画とを切換えて行うことができる。こ
の切換えは、術者がスコープスイッチ等の切換え操作部を操作するという簡単な操作によ
って行うことができ、術者による簡単な操作によって、用途に応じて画質を切換えながら
録画することができ、利便性に優れている。
【００９５】
　ところで、上記第１乃至第４の実施の形態において、第１処理部１２ａにより生成され
る映像信号と第２処理部１２ｂにより生成される映像信号とは、独立したタイムコードを
有する。第１及び第２処理部１２ａ，１２ｂにおいて共通の時計を利用し、第１処理部１
２ａ，１２ｂからの映像信号の少なくとも一方に、他方の映像信号のタイムコードに応じ
たメタ情報を埋め込んで記録するようにしてもよい。これにより、例えば、第１処理部１
２ａによる映像信号の再生時に、高画質の録画が行われたタイミングで、自動的に第２処
理部１２ｂによる映像信号の再生を開始させることも可能である。
【００９６】
　また、上記第１乃至第４の実施の形態においては、第１処理部１２ａによる映像信号中
に、マーク区間情報を埋め込んで記録することも可能である。図１２はこのマーク区間情
報の埋め込みタイミングを説明するための説明図である。
【００９７】
　例えば、制御部１５は、スコープスイッチ等の操作によって、マーク区間の開始時間及
び終了時間が指定されたものと認識することができる。マーク区間の開始時間及び終了時
間を、内視鏡プロセッサ２１のフロントパネルのボタン等の操作によって指示してもよく
、また、赤外線リモコンやタッチパネル、外付けキーボードによって指示してもよい。更
に、スコープスイッチが押されている期間をマーク区間に設定してもよい。
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【００９８】
　制御部１５は、マーク区間の開始時間及び終了時間が指定されると、第１処理部１２ａ
に対して、マーク区間の開始及び終了時間を示すマーク区間情報を映像信号に挿入させる
。また、制御部１５は、映像出力部１９を制御して、マーク区間であることを示す表示を
外部モニタ３０に表示させたり、本体の表示部に表示させるようにすることもできる。
【００９９】
　図１２は横軸に時間軸をとって、マーク区間の開始及び終了時間の設定を示している。
図１２に示すように、全検査期間の一部の期間において、医療画像の記録を行う動画記録
期間が設定されている。また、図１２の例では、丸印によって、全検査期間の中で４回の
静止画記録が行われたことを示している。図１２の矢印によってマーク区間の開始時間と
終了時間とが示されている。この矢印のタイミングで、スコープスイッチ等を操作するこ
とで、映像信号にマーク区間情報が挿入され、開始時間から終了時間までのマーク区間が
設定される。
【０１００】
　第２処理部１２ａの動作を制御する切換操作部２２からの切換信号を用いて、マーク区
間を設定することも可能である。即ち、この場合には、マーク区間において、第１処理部
１２ａによる低画質の映像信号だけでなく、第２処理部１２ｂによる高画質の映像信号の
録画が可能である。また、マーク区間において、他の同時保存先に録画を行うことも可能
である。更に、マーク区間において、画像サイズ、フォーマット等を変更することも可能
である。
【０１０１】
　このようにマーク区間情報を映像信号中に埋め込むことで、マーク区間において作成さ
れた画像（サムネイル）に対して、印を付加することで、他のファイルとの識別を容易に
することも可能であり、また、マーク区間に記録された画像の検索が容易となる。
【０１０２】
　また、マーク区間において作成された映像データの書き出し時に、コメントをメタデー
タとして付加してもよい。なお、メタデータとするコメントは、予め設定しておいてもよ
く、マーク区間の設定時や手術終了後に入力してもよい。これにより、マーク区間の映像
データの識別が一層容易となる。
【０１０３】
　このように、所望の区間を指定するマーク区間情報を、簡単な操作で、術中にリアルタ
イムで録画する映像信号に挿入可能であり、記録画像の参照や、書き出しの際にも、マー
ク区間に記録した映像データであることを容易に識別することができ、術後に必要だった
手間を省き、使い勝手を向上させることができる。
【０１０４】
（第６の実施の形態）
　図１３は本発明の第６の実施の形態を示すブロック図である。図１３おいて図１と同一
の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【０１０５】
　上記第１乃至第４の実施の形態は、第１処理部１２ａ及び第２処理部１２ｂを同時に動
作させて、低画質でのエンコード及び録画と高画質でのエンコード及び録画を同時に行う
ことが可能であった。これに対し、本実施の形態の画像記録装置１３０は、１系統の処理
部１３２を有する映像変換部１３１を採用し、低画質でのエンコード処理及び高画質での
エンコード処理の両方の処理を時分割で実行する点が第１の実施の形態と異なる。
【０１０６】
　本実施の形態においては、映像変換部１３１は、設定情報に基づいてエンコード処理が
制御される１系統の処理部１３２のみを有する。本実施の形態においては、制御部１５及
び設定部１６は第１の実施の形態と同様の処理を行い、映像変換部１３１は、設定情報に
基づいて、２種類のエンコード処理のうちのいずれか一方のエンコード処理を選択して実
行することができると共に、両方のエンコード処理を時分割で同時に実行することもでき
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る。
【０１０７】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図１４を参照して説明する。図
１４は映像入力部１１を介して映像変換部１３２に入力される入力映像信号のストリーム
と、この入力映像信号に対するエンコード処理及び出力処理とを説明するための説明図で
ある。
【０１０８】
　本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様に、設定部１６に設定されている設
定情報に基づいて、症例等の記録が行われる。例えば、設定情報によって、入力映像信号
に対して、比較的低ビットレートでの画像、例えばＳＤ画質の画像への符号化処理が指定
されると共に、比較的高ビットレートでの画像、例えばフルＨＤ画質の画像への符号化処
理が指定されるものとする。
【０１０９】
　制御部１５は、設定情報に基づいて映像変換部１３１を制御する。即ち、制御部１５は
、医療画像が映像入力部１１を介して映像変換部１３１に与えられると、映像変換部１３
１を制御して医療画像のエンコードを開始させる。
【０１１０】
　例えば、映像変換部１３１に図１４に示す入力映像信号の映像ストリームが入力される
ものとする。図１４の映像ストリームに示す数字は、映像ストリームが入力される順番を
示している。各映像ストリームに対する処理は、図１４の破線間の時間で行われるものと
する。本実施の形態においては、映像変換部１３１は、各ストリーム１，２，…について
、それぞれ２種類のエンコード方式を時分割で設定してエンコードを行う。図１４の符号
１－１，１－２，１－３，…は、入力映像信号の映像ストリーム１，２，３，…に対する
ＳＤ画質の符号化処理を示している。一方、図１４の符号２－１，２－２，２－３，…は
、入力映像信号の映像ストリーム１，２，３，…に対するＨＤ画質の符号化処理を示して
いる。
【０１１１】
　図１４に示すように、映像変換部１３１は、入力映像信号の映像ストリーム１，２，３
，…に対して２種類のエンコード処理を時分割で行い、各エンコード処理による出力を図
示しない各出力ポートを介して出力する。こうして、映像変換部１３１からは、入力映像
信号に対する２種類のエンコード処理による出力を各出力ポートから得ることができる。
【０１１２】
　制御部１５は、映像変換部１３１の各出力ポートからいずれのエンコード方式の出力を
出力するか制御することが可能である。これにより、例えば、映像出力部１９にはＨＤ画
質の映像信号を与え、記録部１８にはＳＤ画質の映像信号を与えることも可能である。
【０１１３】
　なお、映像出力部１９は、図示しないバッファを有しており、時分割で出力される映像
ストリームを一連の映像信号として外部モニタ３０に出力することができる。また、記録
部１８は、図示しないバッファを有しており、制御部１５に制御されて、入力された映像
信号を順次記録することができる。こうして、例えば、外部モニタ３０において症例等を
高画質で観察しながら、記録部１８において症例をＳＤ画質で記録することができる。
【０１１４】
　このように本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができ
る。
【０１１５】
（第７の実施の形態）
　図１５は本発明の第７の実施の形態を示すブロック図である。図１５おいて図１と同一
の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【０１１６】
　本実施の形態における画像記録装置１４０は、情報入力部１４１及び患者情報処理部１
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４２を付加した点が第１の実施の形態における画像記録装置１０と異なる。
【０１１７】
　ある患者に対する内視鏡画像等の医療画像を有効に利用するために、患者に関する各種
情報（患者情報）を医療画像に対応付けて記録することが考えられる。例えば、医療画像
中に、患者のＩＤ、氏名、性別、年齢等の患者情報に基づく画像（以下、患者情報画像と
いう）を重畳した医療画像が採用されることがある。
【０１１８】
　医療画像を利用した診察や教育等において、患者情報画像は極めて有用であり、例えば
、内視鏡プロセッサ２１は、医療画像に患者情報画像を重畳することができるようになっ
ている。内視鏡プロセッサ２１からの医療画像に患者情報画像が重畳されている場合には
、画像記録装置１４０内の記録部１８に記録する医療画像にも患者情報画像が含まれるこ
とになる。しかし、外部メディアに医療画像を記録して公開する場合等においては、患者
のプライバシー保護の観点等から患者情報は重畳されていない方がよいことが多い。
【０１１９】
　そこで、本実施の形態においては、内視鏡プロセッサ２１からの医療画像に患者情報画
像が重畳されているか否かに拘わらず、例えば医療画像の出力先等に応じて、患者情報や
患者情報画像を付加するか否かを設定可能に構成されている。
【０１２０】
　図１６は内視鏡プロセッサ２１からの医療画像の例を示す説明図であり、図示しない表
示部の表示画面１５１上に表示される医療画像の一例を示している。表示画面１５１上に
は、図示しない内視鏡からの内視鏡画像を表示する内視鏡画面領域１５２が設けられる。
内視鏡画面領域１５２には、内視鏡画像１５３が表示される（図示省略）。内視鏡画面領
域１５２の左側には、患者情報表示領域１５４、日時表示領域１５５、機器情報表示領域
１５６及びコメント表示領域１５７が設けられている。
【０１２１】
　患者情報表示領域１５４は、患者情報画像１５４ａを表示する領域であり、例えば、管
理ＩＤ、氏名、性別、年齢、生年月日等を示す患者情報画像が表示される。日時表示領域
１５５には、例えば、現在時刻等が表示される。機器情報表示領域１５６には、例えばメ
モリ残量、機器の設定情報等が表示される。コメント表示領域１５７には、例えば、任意
メモ等が表示される。
【０１２２】
　図１５において、内視鏡プロセッサ２１からの医療画像には、患者情報画像が重畳され
ている場合と重畳されていない場合がある。患者情報画像が医療画像に重畳されている場
合には、患者情報画像の画面上における重畳位置を示す重畳位置情報が情報入力部１４１
に与えられるようになっている。また、情報入力部１４１には患者情報も入力されるよう
になっている。なお、情報入力部１４１としては、例えばＲＳ－２３２Ｃ規格に基づくイ
ンターフェースを採用することができる。
【０１２３】
　情報入力部１４１は、入力された患者情報及び重畳位置情報を患者情報処理部１４２に
出力する。患者情報処理部１４２は、制御部１５に制御されて、設定部１６の設定情報に
応じて、患者情報の追加処理や患者情報画像の削除処理を行う。
【０１２４】
　患者情報処理部１４２は、映像変換部１２からの医療画像に患者情報画像が重畳されて
いる場合には、重畳位置情報に基づいて、患者情報画像の重畳位置に所定のマスク画像を
重畳することで、医療画像上から患者情報画像を削除することができるようになっている
。また、患者情報処理部１４２は、入力された患者情報をメタ情報として医療画像に追加
することができるようになっている。
【０１２５】
　こうして、患者情報処理部１４２からは、保存切換部１７、記録部１８及び映像出力部
１９に対して、患者情報画像を含む医療画像、患者情報がメタ情報として追加された医療
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画像、患者情報が追加されていない医療画像、患者情報画像が削除された医療画像等が、
設定情報に基づいて出力されることになる。
【０１２６】
　次にこのように構成された実施の形態の動作について図１７乃至図２０の説明図を参照
して説明する。
【０１２７】
　いま、映像入力部１１に入力された医療画像に患者情報画像が含まれていないものとす
る。この場合には、映像変換部１２の第１，第２処理部１２ａ，１２ｂからの医療画像に
は患者情報画像は含まれていない。患者情報処理部１４２は、設定部１６の設定情報に基
づいて制御部１５により制御されて、第１，第２処理部１２ａ，１２ｂからの医療画像に
患者情報を追加して出力するか又は追加することなくそのまま出力する。
【０１２８】
　例えば、第１処理部１２ａが出力する医療画像には患者情報を追加せず、第２処理部１
２ｂが出力する医療画像には患者情報を追加するための設定情報が設定部１６に記憶され
ているものとする。この場合には、患者情報処理部１４２は、制御部１５に制御されて、
第１処理部１２ａからの低画質の医療画像については、患者情報を追加することなくその
まま出力する。一方、患者情報処理部１４２は、第２処理部１２ｂからの高画質の医療画
像については、患者情報をメタ情報として追加した後出力する。
【０１２９】
　こうして、例えば、記録部１８に記録する医療画像については患者情報をメタ情報とし
て追加した医療画像を記録し、保存切換部１７から外部メディアに記録する医療画像につ
いては患者情報を追加することなく記録することもできる。
【０１３０】
　次に、映像入力部１１に入力された医療画像に患者情報画像が含まれているものとする
。図１７はこのような医療画像の一例を示しており、医療画像中に患者情報画像１５４ａ
が表示されている状態を示している。図１７の例では、患者情報画像１５４ａによって、
内視鏡画像１５３の患者は、管理ＩＤが112233、氏名がSUZUKI ICHIRO、性別が男性、年
齢が３９歳、生年月日が１９７２年１１月１１日の患者であることが示される。
【０１３１】
　この場合には、映像変換部１２の第１，第２処理部１２ａ，１２ｂからの医療画像にも
患者情報画像が含まれたままである。患者情報処理部１４２は、重畳位置情報に基づいて
患者情報表示領域１５４に対応するマスク画像を生成する。患者情報処理部１４２は、設
定部１６の設定情報に基づいて制御部１５により制御されて、第１，第２処理部１２ａ，
１２ｂからの医療画像中の患者情報表示領域１５４にマスク画像を重畳するか否かを決定
する。患者情報処理部１４２が、患者情報表示領域１５４にマスク画像を重畳することに
より、患者情報画像は削除される。
【０１３２】
　例えば、第１処理部１２ａが出力する医療画像にはマスク画像を重畳せず、第２処理部
１２ｂが出力する医療画像にはマスク画像を重畳するための設定情報が設定部１６に記憶
されているものとする。この場合には、患者情報処理部１４２は、制御部１５に制御され
て、第１処理部１２ａからの医療画像については、マスク画像を重畳することなくそのま
ま出力する。一方、患者情報処理部１４２は、第２処理部１２ｂからの医療画像について
は、マスク画像を重畳した後出力する。即ち、第１処理部１２ａからの医療画像には患者
情報画像１５４ａが含まれたままとなり、第２処理部１２ｂからの医療画像については患
者情報画像１５４ａが除去される。
【０１３３】
　図１８は図１７の医療画像中の患者情報表示領域１５４ａにマスク画像を重畳した状態
を示しており、医療画像中の患者情報画像１５４ａはマスク画像によって覆われて表示が
除去されている。なお、図１８の例では、マスク画像は医療画像の下地の色と同色であっ
てマスク画像が重畳されているか否かは不明であるが、下地の色と異なる色のマスク画像
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を重畳してもよい。
【０１３４】
　こうして、例えば、記録部１８に記録する医療画像については患者情報画像が残った医
療画像を記録し、保存切換部１７から外部メディアに記録する医療画像については患者情
報画像を除去した医療画像を記録することもできる。
【０１３５】
　なお、医療画像の表示形態としては種々のものがあり、患者情報表示領域の画面中の位
置は各表示形態毎に異なる。図１９は内視鏡画像画面領域１６１及び各種情報の表示領域
１６２が画面中央に寄っている例を示している。例えば、内視鏡プロセッサ２１側で、表
示部の表示画面が１６：９のアスペクト比であるか５：４のアスペクト比であるかによっ
て出力画像を変更する設定を有する場合がある。アスペクト比が１６：９の設定に比べて
、５：４の設定の場合には、内視鏡画像画面領域１６１及び各種情報の表示領域１６２が
画面中央に寄った状態で表示される。
【０１３６】
　また、図２０は内視鏡画像画面領域１６５及び各種情報の表示領域１６６の全体が広が
った例を示している。図２０の例では、内視鏡画像画面領域１６５及び各種情報の表示領
域１６６が表示画面１５１の略全域に広がって表示されている。
【０１３７】
　本実施の形態においては、医療画像中の患者情報表示領域が変化する場合でも、患者情
報表示領域を示す重畳位置情報を用いることで、患者情報処理部１４２は、確実に患者情
報画像の削除が可能である。なお、患者情報処理部１４２は、医療画像中に患者情報画像
が含まれるか否かに拘わらず、設定情報に基づいて、患者情報をメタ情報として追加した
医療画像を作成可能である。
【０１３８】
　このように本実施の形態においては、設定情報に基づいて、第１，第２処理部からの医
療画像に対して、患者情報画像が付加されたままで出力、患者情報画像を削除して出力、
患者情報を追加せずに出力、患者情報を追加して出力のいずれの出力も可能である。これ
により、例えば、内蔵の記録部の記録に際して患者情報を付加した医療画像を記録するこ
とがでると共に、外部メディアに対する記録に際して患者情報画像を除去した医療画像を
記録することも可能であり、プライバシー保護の観点から極めて有用である。
【０１３９】
（第８の実施の形態）
　図２１は本発明の第８の実施の形態を示すブロック図である。図２１おいて図１と同一
の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。第１の実施の形態においては、第１，
第２処理部１２ａ，１２ｂは、設定情報に基づいて種々のエンコード方式を採用すること
が可能である。これに対し、本実施の形態における画像記録装置１７０は、エンコード方
式が固定された第１処理部１７４ａ，第２処理部１７４ｂを有する映像変換部１７４を有
している。第１処理部１７４ａは、映像入力部１１を介して入力される内視鏡プロセッサ
２１からの医療画像に対して所定のエンコード処理を施す。例えば、第１処理部１７４ａ
は、高画質のエンコード出力が得られるように、医療画像をエンコードして出力する。第
２処理部１７４ｂは、モード切換部１７３からの医療画像に対して所定のエンコード処理
を施す。例えば、第２処理部１７４ｂは、低画質のエンコード出力が得られるように、医
療画像をエンコードして出力する。
【０１４０】
　従来、第１，第２処理部１７４ａ，１７４ｂのように、２つのカメラからの画像を個別
に処理する記録装置が用いられており、本実施の形態はこのような装置を利用して構成可
能である。本実施の形態においては、モード切換部１７３は、映像入力部１１，１７２の
出力を選択して第２処理部１７４ｂに出力することができるようになっている。モード切
換部１７３が映像入力部１７２の出力を選択することにより、術野カメラ１７１からの医
療画像が第２処理部１７４ｂに供給され、モード切換部１７３が映像入力部１１の出力を
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選択することにより、内視鏡プロセッサ２１からの医療画像が第２処理部１７４ｂに供給
されることになる。
【０１４１】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について説明する。
【０１４２】
　内視鏡プロセッサ２１及び術野カメラ１７１からの医療画像の表示や記録等を行う場合
には、モード切換部１７３は映像入力部１７２の出力を選択する。この場合には、内視鏡
プロセッサ２１からの医療画像は第１処理部１７４ａに供給され、術野カメラ１７１から
の医療画像は第２処理部１７４ｂに供給される。こうして、内視鏡プロセッサ２１からの
医療画像と術野カメラ１７１からの医療画像とは、それぞれ第１処理部１７４ａ又は第２
処理部１７４ｂによってエンコードされて出力される。
【０１４３】
　一方、内視鏡プロセッサ２１からの医療画像のみに対して表示や記録等を行うものとす
る。この場合には、モード切換部１７３は映像入力部１１の出力を選択する。この場合に
は、内視鏡プロセッサ２１からの医療画像は、直接第１処理部１７４ａに供給されると共
に、モード切換部１７３を介して第２処理部１７４ｂに供給され、第１処理部１７４ａ及
び第２処理部１７４ｂの両方でエンコードされる。
【０１４４】
　例えば、第１処理部１７４ａが高画質のエンコード処理を行い、第２処理部１７４ｂが
低画質のエンコード処理を行うものとする。この場合には、第１処理部１７４ａからは高
画質でエンコードされた内視鏡の医療画像が出力され、第２処理部１７４ｂからは低画質
でエンコードされた内視鏡の医療画像が出力される。
【０１４５】
　他の作用は第１の実施の形態と同様である。
【０１４６】
　このように本実施の形態においては、２入力を切換えて第１，第２処理部に供給するモ
ード切換部を設けていることから、２入力の一方の医療画像については、第１，第２処理
部による２系統のエンコード処理が可能であり、例えば、高画質のエンコード出力と低画
質のエンコード出力等の２種類のエンコード結果を同時に得ることができる。
【０１４７】
　なお、本発明は、上記各実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記各実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例え
ば、実施形態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異な
る実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【０１４８】
　本出願は、２０１２年１２月２６日に日本国に出願された特願２０１２－２８３２２６
号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求
の範囲、図面に引用されたものとする。
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